
快体健歩メンバーズ規約 

１．名称 

・快体健歩メンバーズと称する 

 

２．事務局 

・東京都新宿区四谷 4－10 金子ビル 301に置く 

 

３．目的 

・快体健歩が提供するサービスに関しての優待価格での利用 

・快体健歩が発信する有益な情報の入手 

・メンバー同士の情報交換 

 

４．会員 

①会員資格 

・本企画に同意し、入会手数料を納入した者 

②退会 

 ・本人の申し出により随時退会できる。 

 

５．会費 

 ①入会手数料：2000円 

納入後はいかなる場合も返金されない。 

 ②年会費・会員更新費：無料 

 

６．運営・管理 

・快体健歩代表佐々木誠（佐々木走健プランニング有限会社 代表取締役）が事務局として運

営・管理を務める。 

・運営資金は入会手数料と快体健歩の経費を充当する。 

・本規約および快体健歩メンバーズの一部または全部の内容は、会員に事前に連絡することな

く、変更、追加、廃止されることがあります。 

 

７．個人情報の取り扱い 

①個人情報は、運営活動に必要な範囲内においてのみ取り扱う。 

②事務局が主催するイベントの開催・参加報告の際に、快体健歩のホームページのブログ、掲

示板に会員の氏名、画像、映像が掲載されることがある。 

 

８．補足 

①本規約は 2022年 9月 1日から施行される。 

②ここに定めない事項については、快体健歩メンバーズ事務局で検討、決議する。 


